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奄美市農業委員会第７回定例総会議事録 

 

１．招集日時  令和２年７月２２日(水)  午前９時３０分～ 

 

２．招集場所  市役所５階 会議室 

 

３．出席委員 

 

番号 氏  名 番号 氏  名 

 1 岸田 国広 ９ 栄   和正 

 2 中棚昭三十 10 泉  智宜 

 3 肥後 安美 11 中山  芳一 

 4 榮  清安 12 寺師 清満 

 5  13 吉  卓男 

 6 西  盛満 14 濱手  薫 

 7 前山 重一郎 15 土浜 良二 

 8 前田 孝德 16 野﨑 清志 

 

４．欠席委員    

 南  和利 委員 

 

５．議事に参与した者 

  事務局長   用稲 工巳    事務局次長  池  秀平 

  住用分室長  竹山 和幸   笠利分室長  竹田 勇人 

 

６．報告事項 

    ８月定例会について 

    農地利用状況調査について 

７.議事日程 

 (1) 会議録署名委員の指名について 

 (2) 会期の決定について 

(3) 議案について 

 

議 案 第 3 9号  農 地 法 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 許 可 申 請 に つ い て  

議 案 第 4 0号  農 地 法 第 ５ 条 の 規 定 に よ る 許 可 申 請 に つ い て  



議 案 第 4 1号  非 農 地 の 認 定 に つ い て の 決 定 に つ い て  

議 案 第 4 2号  農 業 振 興 整 備 計 画 変 更 申 請 に 伴 う 意 見 に つ い て  

（ 編 入 ・ 除 外 ）  

議 案 第 4 3号  奄 美 市 農 用 地 利 用 集 積 計 画 (利 用 権 設 定 )の  

決 定 に つ て  

議 案 第 4 4号  奄 美 市 農 用 地 利 用 集 積 計 画 (中 間 管 理 機 構 )の  

合 意 解 約 の 決 定 に つ い て  

議 案 第 4 5号  奄 美 市 農 用 地 利 用 集 積 計 画 (中 間 管 理 機 構 )の  

決 定 定 に つ い て  

議 案 第 4 6号  農 地 売 買 事 業 に か か る 農 用 地 等 の 公 社 買 い 入 れ  

契 約 の 締 結 及 び 譲 渡 所 得 の 特 別 控 除 を 受 け る た  

め の 証 明 に つ い て の 決 定 に つ い て  

議 案 第 4 7号  令 和 元 年 度 目 標 及 び 達 成 に 向 け た 活 動 の 点 検 ・  

評 価 及 び 達 成 に 向 け た 活 動 の 点 検 評 価 及 び 令 和  

２ 年 度 目 標 及 び 達 成 に 向 け た 活 動 計 画 の 承 認 に  

つ い て  

議 案 第 4 8号  農 地 等 の 利 用 の 最 適 化 の 推 進 に 関 す る 指 針 の  

      決 定 に つ い て  

 

（4） その他 

 



議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（吉 会長） 

ただいまの出席委員は 1５人であります。総会は成立いたしました。 

これから、令和２年第７回定例総会を開会いたします。 

それでは、議事日程に入ります 

 

日程第１  

会議録署名委員の指名を行います。 

本総会の会議録署名委員には、６番 西 委員と７番 前山 委員のお二人

を指名いたします。 

 

日程第２  

会期の決定を議題といたします。 

本日の総会は日程通知のとおり議案第３９号から４８号までの１０件を

予定いたしております。 

お諮りいたします。 

会期は本日１日にしたいと思いますが，これにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

 ご異議なしと認めます。よって、本総会の日程は１日と決定いたしまし

た。 

 

本日の議案日程はあらかじめお配りしてありますとおりを予定としてお

ります。これにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議なしと認めます。 

 

日程第３ 

議案第３９号農地法第３条の規定による許可申請について、を議題とい

たします。 

 それでは事務局に議案の朗読と説明を求めます。 

 

（用稲局長） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議案第３９号の３条許可申請について 

２ページをお開き下さい。NO.１９は、譲渡人が所有する１筆で７４５㎡

の土地の所有権移転となります。 

取得後は牧草地として利用する予定であると考えられます。 

 

１２ページをお開き下さい。NO.２０は、譲渡人が所有する１筆で９６５

㎡の土地の所有権移転となります。 

取得後はサトウキビを栽培し面積拡大を図る目的であると考えら

れます。贈与での所有権移転となります。 

 

２４ページをお開き下さい。NO.２１については、譲渡人が所有する３筆

で１１０６㎡の土地になります。売買での所有権移転となります。 

取得地には野菜植栽し、面積拡大を図る目的であると考えられま

す。働力及び機械の確保状況、並びに農作業に必要な技術を有してお

ると考えられます。  

 

３１ページをお開き下さい。 

NO.２２については、譲渡人が所有する２筆で３２１５㎡の土地になりま

す。売買での所有権移転となります。 

取得地にはサトウキビをし、雇用確保を図る目的であると考えられ

ます。 

 

３９ページをお開き下さい。 

NO.２３については、譲渡人が所有する２筆で２８５０㎡の土地になりま

す。売買での所有権移転となります。 

取得地には野菜植栽し、面積拡大を図る目的であると考えられま

す。必要とされる機械は整備されていると考えられます。  

いずれも下限面積を満たし、農地法第３条第２項の各号該当しないため、

許可要件のすべて満たしていると考えます。 

 

（吉会長） 

 それでは、本案に対する担当調査委員による調査意見の報告を求めま

す。 

 順次譲受人、譲渡人、土地の順にそれぞれ報告を求めます。 

 



１１番 
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事務局 

 

 

 

 

 

（中山委員） 

農地法第３条の規定による№１９について調査報告をいたします。 

７月１６日９時３０分に受け人の会社で直接話を聞くことができまし

た。受け人は会社を経営しており併せて畜産も経営しているということで

あります。 

畜産業では、母牛７８頭を飼育して子牛の生産をしているとの事であり

ます。農地は借入地約、１８０００㎡であるが、今回牧草地の拡大のために

７４５㎡を購入するとの事であります。 

 畜産業では、牧草地の集約を図る必要があり、安定的な借入地の確保が 

課題だと話しています。課題とは、牧草地を借地として契約しても、農地を 

きれいに耕して暫くすると、返してくれと言われ、大変困っているという 

状況で、今後農業委員会でも対策を考えないといけないことと思う事でし 

た。また、今後は島の農業振興のために、企業の参入が必要な時代ではない 

かと考えます。委員の皆さんのご審議をお願いします。 

 

（岸田委員） 

農地法第３条の規定による№１９の土地について調査報告いたします。 

７月２０日午後３時に受け人と電話でお話いたしました。 

申請の土地は農振地区で、周囲の農地は法人が借りていて、牧草が栽培

されています。その一画に今回の畑があります。多少の草が生えています

が、すぐに畑として使用できる状態でした。 

 

次に渡し人です。長年法人に畑を貸していましたが、法人から牧草地と

して売ってほしいと相談があり、これから先、農業をする元気もないので

今回、売買することになったそうです。 

農地法第３条の調査書については第２項第１号、第２項第４号、第

２項第７号については別紙のとおりでありますので報告いたします。 

 ご審議のほどよろしくお願いいたしますとの事でした。以上です。 

 

（竹田笠利分室長） 

農地法第３条の規定による許可申請について、№２０番の譲受人に７月

２１日１１時５５分に電話をいたしました。 

譲受人は竜郷町に居住しており、譲渡人とは竜郷でご近所であったとの

事です。本人は他にも同地区内で農業をしており規模拡大のための申請と

なるようです。申請内容について土地の所在、面積及び贈与等に間違いな
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９番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７番 

 

 

 

いとの事で確認が取れました。委員の皆様のご審議よろしくお願いします。 

  

（中棚委員） 

議案第３９号、農地法第３条の規定による許可申請について、№２０番

の所有権移転、贈与について報告をいたします。 

７月１８日８時４５分ぐらいに譲渡人の自宅で書類の確認をいたしまし

た。土地の場所、書類の内容など間違いないそうです。書類作成は行政書士

の方にお願いしており農業委員のご審議よろしくお願いいたします。 

 土地について報告いたします。 

 ９時３０分に丸田推進委員と確認を行いました。 

 この土地は以前、果樹などが植えられていましたが、現在は枯れてあり 

ません。小さい雑草が生えていて、まだ手入れをすれば作物が植え付けら 

れる状況にあります。 畑としては問題ないと思います。 

 農地法第３条の調査書につきましては第２項第１号、第２項第４号、

第２項第７号については別紙のとおりでありますので報告いたし

ます。 

 

（榮委員） 

農地法第３条の規定による№２１の案件について調査報告します。 

７月２０日月曜日１２時１８分譲受人に電話を入れ直接お会いする時間 

が取れないため電話にて申請内容の確認をいたしました。申請書に記載さ

れた該当農地の地番、面積、売買の価格等、記載内容に相違ないことを確認

いたしました。 

次いで譲渡人の自宅に伺い、本人と直接お会いしたうえで申請書の記載

内に相違ないことも確認いたしました。 

 土地について報告します。 

３筆合計１１０６㎡の農地には、およそ３０から４０本のタンカンが植

栽され周囲には猪の防護柵が設置されている状況でした。なお、農地法第

３条の調査書につきましては第２項第１号、同項第４号、同項第７号に

ついては別紙のとおりでありますので報告いたします。以上です。 

 

（前山委員） 

農地法第３条の規定による№２２の受け人について調査報告をいたしま 

す。 

 ７月１８日に午後５時ごろ、受け人と直接お会いして調査を行いまし
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

１５番 

 

 

た。申請書どおり間違いありませんという事でしたが、渡し人も高齢で自

分の土地の境界が分からないから譲受人に任せるということです。 

 

（中山委員） 

農地法第３条の規定による№２２について調査報告をいたします。 

７月１７日９時に渡し人宅を訪問して接話を聞くことができました。 

申請地は、渡し人の出身地にある先祖代々の農地であるが、長年農業をし 

たことがなく、現在は荒地になっていたことであります。高齢で市内に一 

人暮らしをしており、農業の後継者もいないという事であります。 

 申請地の２筆の地番と対価を確認したが、契約の内容どおり間違いない

との事でありました。委員の皆様のご審議をお願いいたします。 

 

（竹田笠利分室長）代読 

農地法第３条の規定による№２２の土地について調査報告をいたしま

す。 

 ７月２０日午後２時から現地にて調査いたしました。 

現状は身の丈ほどの草が生えており、周りの畑も同様の状態でありまし

た。そのため全体の確認はできませんでした。しかし、同地は基盤整備事業

で整地された場所でもあり、譲受人が重機なども所有しているので、是非

畑に戻して耕作していただきたい土地です。 

 もう１筆はサトウキビ畑になっております。現況は荒れ地となっていま 

すが、場所は良いところなので、重機を入れ畑に戻し、是非耕作していただ 

きたい場所です。 

 

（笠利分室長） 

農地法第３条の規定による№２３の譲受人に７月２１日８時４７分に電

話をいたしました。 

譲受人は竜郷町に居住しており、譲渡人とは、もともとお知り合いとの

事でした。規模拡大のための申請となります。 

申請内容について土地の所在、面積及び売買金額等に間違いないとの事

で確認が取れました。委員の皆様のご審議よろしくお願いします。 

 

（土浜委員） 

農地法第３条の規定による№２３の案件について調査報告します。 

 ７月１７日午後２時ごろ譲渡人宅で直接話を聞きました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

土地の所在及び単価等の記載内容に間違いないとの事でした。５年前に

ご主人がなくなられてから畑の管理はしていないとの事で、年齢的にも農

業は難しいという事で、土地を手放すことにしたという事でした。 

土地について７月１７日、午後２時半ごろ譲渡人の案内で現地を見に行

きました。申請地は草が生えていて何も栽培されていませんでした。畑の

周囲は木が茂っていました。  

農地法第３条の調査書については第２項第１号、第２項第４号、第

２項第７号については別紙のとおりでありますので報告いたします。 

 

（吉会長） 

これから本案に対する質疑に入ります。質疑はございませんか。 

 

(「なし」の声あり) 

 

質疑がないようですのでこれをもって質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

本件について承認することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

（「全員」挙手あり) 

 

挙手多数でご異議なしと認めます。 

よって議案第３９号農地法第３条の規定による許可申請№１９から２３

については審議の結果、これを認めることに決定いたしました。 

 

日程第４ 

議案第４０号農地法第５条の規定による許可申請について、を議題とい

たします。 

 それでは事務局に議案の朗読と説明を求めます。 

 

（用稲局長） 

議案第４０号５条の許可申請について 

５９ページをお開き下さい。 

 NO.１９につきましては、渡し人の所有する土地、１筆で８７３㎡を受

人が車庫等として利用をしたいという事で、賃貸権設定でございます。 

申請地は名瀬総合支所から約５ｋに位置し、河川国道に囲まれた生産性の



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低い農地であることから第２種農地のその他に該当します。 

 

７１ページをお開き下さい。 

 NO.２０につきましては、渡し人の所有する土地、１筆で４２５㎡を受

人が一般住宅を建設したいという事で、売買による所有権移転でございま

す。 

申請地は笠利総合支所市役所から南東に約４００ｍに位置し教育施設、

郵便局が６０ｍ以内に存在することから第３種農地に該当します。 

 

７９ページをお開き下さい。 

 NO.２１につきましては、渡し人の所有する土地、１筆で１７㎡を受人

が駐車場として利用したいという事で、売買による所有権移転でございま

す。 

都市計画区域内で周りを住宅に囲まれており、土地区画整理法第２条第

１項に規定する土地区画整理事業の施行に係る区域内であるため、農地区

分は第３種農地と判断されます。 

 

８５ページをお開き下さい。 

 NO.２２につきましては、渡し人の所有する土地、１筆で１２６１㎡の

うち３３１㎡を受人が一般住宅を建設したいという事で、売買による所有

権移転でございます。 

申請地は笠利総合支所市役所から南東に約４００ｍに位置し教育施設、

郵便局が６０ｍ以内に存在することから第３種農地に該当します。 

 

９８ページをお開き下さい。 

NO.２３につきましては、渡し人の所有する土地、１筆で５７１㎡のうち

１７６㎡を受人が一般住宅を建設したいという事で、売買による所有権移

転でございます。 

都市計画区域内で周りを住宅に囲まれており、土地区画整理法第２条第

１項に規定する、土地区画整理事業の施行に係る区域内であるため、農地

区分は第３種農地と判断されます。 

 

１０９ページをお開き下さい。 

NO.２４につきましては、渡し人の所有する土地、１筆で５７１㎡のうち

１９６㎡を受人が貸家を建設したいという事で、売買による所有権移転で



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

ございます。 

都市計画区域内で周りを住宅に囲まれており、土地区画整理法第２条第

１項に規定する土地区画整理事業の施行に係る区域内であるため、農地区

分は第３種農地と判断されます。 

 

１２２ページをお開き下さい。 

 NO.２５につきましては、渡し人の所有する土地、１筆で８０㎡を受人

が資材置き場にしたいという事で、賃借権でございます。 

都市計画区域内で周りを住宅に囲まれており、土地区画整理法第２条第

１項に規定する土地区画整理事業の施行に係る区域内であるため、農地区

分は第３種農地と判断されます。 

 

１３４ページをお開き下さい。 

 NO.２６につきましては、渡し人の所有する土地、１筆で２１３０㎡を

受人が一般住宅を建設したいという事で、売買による所有権移転でござい

ます。 

申請地は笠利総合支所から約１０ｋｍに位置し、国道に囲まれた生産性

の低い農地であることから第２種農地に該当します。 

 

１４２ページをお開き下さい。 

 NO.２７につきましては、渡し人の所有する土地、１筆で２７５㎡を受

人が駐車場として使用したいという事で、売買による所有権移転でござい

ます。 

申請地は笠利総合支所から約７ｋｍに位置し、海岸近くで生産性の低い

農地であることから第２種農地に該当します。 

 

１５２ページをお開き下さい。 

 NO.２８につきましては、渡し人の所有する土地、１筆で５０３㎡を受

人が駐車場として使用したいという事で、売買による所有権移転でござい

ます。 

申請地は笠利総合支所から約７ｋｍに位置し、海岸近くで生産性の低い

農地であることから第２種農地に該当します。以上でございます。 

 

（吉会長） 

 それでは、本案に対する担当調査委員による調査意見の報告を求めま
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す。 順次譲受人、譲渡人、土地の順にそれぞれ報告を求めます。 

 

（中山委員） 

農地法第５条の規定による№１９について、調査報告いたします。 

７月１６日１０時に受け人の事務所を訪問して直接話を聞くことができ

ました。 

会社はこの土地を２０年前から資材置き場や車庫として賃貸で使用して

いたが、これまで農地法を理解していなくて今回の申請に至ったとの事で

あります。始末書を添付しての申請であります。 

委員の皆さんのご審議をお願いします。 

 

（岸田委員） 

農地法第５条の規定による№１９の土地について報告いたします。 

申出人からあった土地と渡し人について調査を行いましたので併せて報

告いたします。 

７月１９日午前１０時３０分に申請人である方が、入院中のため、長男

の方と電話にて調査を行いました。 

 この案件は先月、農振除外申請があり、除外承認された場所です。 

現場には既に、譲受人が資材置き場として借りている場所ですが、譲受 

人から倉庫・車庫・駐車場を建築整備したいとの申し出があり、農地から原

野等の地目変更したいため申請に至ったとの事でした。なお、始末書も添

付いたしております。皆様のご審議よろしくお願いします。 

 

（中棚委員） 

議案第４０号農地法第５条の規定による許可申請について№２０番の報 

告をいたします。 

この案件は５月の定例会で承認されて案件でありますが、今回は譲受人

が２名となり登記が２分の１になるための再申請です。 

譲受人夫婦に７月１７日、現地の畑にて丸田推進委員と面会して確認い

たしました。前回申請の中身の変更はないのでよろしくお願いしますとの

事でございます。 

土地については、７３と７４ページに案内図がありますので確認をお願

いしたいと思います。場所は中学校校門の前にあたりになります。現在着

工はされておらず、特に問題はないと思われます。 
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（笠利分室長） 

農地法第５条の規定による許可申請№２０の譲渡人に７月２１日１０時

０６分に電話にて申請内容の確認を行いました。 

今回の共有名義にて変更での申請についても確認しており、申請内容に

つきましては地番、面積、取得金額等に間違いないとの事で確認が取れま

した。委員の皆様のご審議よろしくお願いします。 

 

（中山委員） 

農地法第５条の規定による№２１について、受け人、渡し人、土地につい 

て調査報告いたします。 

７月１７日１７時３０分に受け人宅を訪問して直接話を聞くことができ

ました。 

受け人は申請地となりの中古住宅を購入してあるが、駐車場が手狭との

事で今回の申請に至ったとの事であります。面積・対価についても確認し

ましたが、申請書のとおり間違いないとの事でした。 

続いて渡し人について、７月１６日１８時に仕事帰りに私の自宅まで訪

問していただき、本人から直接話を聞くことができました。 

この土地１７㎡は、都市計画造成時に残った土地で、利用価値の少ない

土地であったので、今回の売買になったとの事であります。面積。対価につ

いても申請書どおり間違いないことを確認しました。 

土地については、受け人の住宅に隣接している１７㎡の三角地でありま

す。問題はないと思いますが委員の皆さんのご審議をお願いします。 

 

（中棚委員） 

議案第４０号農地法第５条の規定による許可申請について№２２番の譲 

受人と土地について報告をいたします。 

７月２０日午後６時に丸田推進委員と２人で受け人に面会し確認いたし

ました。地番、面積１２６１㎡のうち３３１㎡に間違いありませんとの事

でした。書類については行政書士の方にお願いしており、申請内容につい

ては間違いありませんとの事でした。 

 土地については中学校校門前の土地になります。畑にはサトウキビの植 

栽があり事前着工もなく問題ないと思います。 

 

（笠利分室長） 

農地法第５条の規定による許可申請№２２の譲渡人に７月２１日１０時
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１０分に電話にて申請内容の確認を行いました。 

申請内容につきましては地番、面積、所得金額等に間違いないとの事で

確認が取れました。委員の皆様のご審議よろしくお願いします。 

 

（中山委員） 

農地法第５条の規定による№２３の受人について、調査報告いたします。 

７月１７日９時に受人宅を訪問して直接話を聞くことができました。 

現在、居住しているマンションの３階で長年暮らしていたが、最近、足が

不自由になり階段のある生活が苦痛になってきたので、平屋での生活が必

要になり、今回の土地を購入して一戸建てを建築したいとこ事であります。

土地・価格等について確認しましたが、申請書どおり間違いないとの事で

したので、委員の皆さんのご審議をお願いします。 

 

（前山委員） 

農地法第５条の№２３の譲渡人、土地と№２４の受人、渡人、土地が私

の調査になっていますので調査報告いたします。 

 №２３の譲渡人の本人宅へ、１９日の日曜日の午前１１時半ごろ訪問し

まして申請の内容を確認しました。地番面積に間違いないという事でござ

います。都市計画区内の土地で雑草が生えている程度で、事前着工もあり

ません、以上でございます。 

 

続いて№２４について報告します。１９日の日曜日に受人とお会いし 

まして確認したところ、申請内容に間違いありませんという事です。 

渡人には１９日の夕方６時前に自宅でお会いしまして聞き取り調査を 

行いました。貸家を建てるという事で、申請内容には間違いありませんと

いう事です。また、土地についても事前着工もなく問題ありません。以上で

ございます。 

 

（西委員） 

 農地法第５条の規定の№２５、７月２０日月曜日、借り人と午後１時ご

ろ申請地の方で聞き取りをしました。理由としては、現在使っている作業

場が狭いため借地に現場事務所を造るという事です。地番面積権利の設定

については申請書どおり間違いないという事です。 

 

 土地について報告します。 
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 土地は山裾になります。周辺は住宅地で、土地は農業に適してない状態

です。許可後に、重機を入れ整地をして事務所を建てるという事です。 

以上です。 

 

（用稲局長） 

 ５条 №２５の渡し人へ７月１５日１１時４１分、電話にて申請内容の

確認を行いました。資材置き場として貸し出すという事で、申請書とおり

間違いありませんという事でございました。 

 

（笠利分室長） 

農地法第５条の規定による許可申請№２６の譲受人に７月２１日１１時

４５分に譲受人の奥さんと電話にて申請内容の確認を行いました。 

譲受人は鹿児島市に在住しており現在、仮屋住まいで病院に勤務してお

り、今後、奄美への転勤予定の話があり、今回の申請に至ったようです。 

申請内容につきましては地番、面積、所得金額等に間違いないとの事で

確認が取れました。委員の皆様のご審議よろしくお願いします。 

 

（土浜委員） 

農地法第５条の規定による許可申請№２６について調査報告をします。 

譲渡人について７月１７日午後３時ごろ譲渡人宅で直接話を聞きまし

た。 ５年前までは父親が観葉植物を栽培し出荷していましたが、今は、だ

れもやる人がいないので兄弟で話し合って土地を売ることにしたとの事で

した。土地の所在、対価等記載内容に間違いないとの事でした。 

 土地について調査報告します。 

 ７月１７日午後３時半ごろ現地確認をしました。 

資料の１３８ページをご覧ください。申請地はバイパス沿いにあり、現 

在は、観葉植物や木が茂っており手入れされていない状態でした。周辺は

県道に面したところに観葉植物が植えられていましたが周りは殆ど深い谷

になっています。以上です。 

 

（土浜委員） 

農地法第５条の規定による許可申請№２７について調査報告をします。 

譲受人について７月１７日午前１１時ごろ、受け人が経営するホテルで 

話を伺いました。資料の１５１ページをご覧ください。立神を近くで見た

いというホテルのお客様が増えてきたので申請地に駐車場を設けて、より
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多くの観光客に見てもらいたくて、今回の申請をしたとの事でした。 

 

（泉委員） 

第５条の申請№２７の譲渡人について、７月１６日１５時５０分に申請

書の内容について確認したところ、間違いないという確認が取れました。

また、土地は立神に近い場所にあり何ら問題はありませんでした。 

 №２８の譲渡人には、７月１９日の１８時５０分に自宅で話を伺いまし

た。対価等は間違いないとの事でした。ご審議のほどよろしくお願いしま

す。 

               

（吉会長） 

これから本案に対する質疑に入ります。質疑はございませんか。 

 

（吉会長） 

 私からよろしいでしょうか、№２５について聞きたいと思います。 

 資材置き場ですけど、中に入る道路は広いのですか。 

 

（西委員） 

 狭いです。場所が下の住宅地より１ｍ上がっていますので、こう配がき

つく軽トラックぐらいだと可能です。大型車は無理な道幅です。 

 以前申請箇所で農業をやっていましたが周辺とのトラブルもあり農業は

やめたという事です。 

 

（吉会長） 

他に質疑はございませんか。 

 

(「なし」の声あり) 

 

質疑がないようですのでこれをもって質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

本件について承認することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

（「全員」挙手あり) 

 

挙手多数でご異議なしと認めます。 
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よって議案第４０号農地法第５条の規定による許可申請については審議

の結果、これを認めることに決定いたしました。 

議長を交代します。 

 

（榮代理） 

議案第４０号農地法第５条の規定による許可申請№１８について、を議

題といたします。 それでは事務局に議案の朗読と説明を求めます。 

 

（用稲局長） 

４９ページをお開き下さい。 

NO.１８につきましては、渡し人の所有する土地、４１７㎡を受人が資材

置き場として使用するために譲り受けたいという事で、贈与による所有権

移転でございます。 

申請地は笠利総合支所市役所から南東に約５ｋｍに位置し周囲は道路、

宅地に囲まれた生産性の低い農地であることから第２種農地に該当しま

す。 

 

（榮代理） 

それでは本案に対する担当調査委員による調査意見の報告を求めます。 

順次譲受人、譲渡人、土地の順にそれぞれ報告を求めます。 

 

（中山委員） 

農地法第５条の規定による№１８について、調査報告いたします。 

 ７月１６日９時に受け人宅を訪問して直接話を聞くことができました。 

 受け人は建設業を営んでおり、笠利地区で資材置き場の土地を探してい 

たところ、親戚の方から今回の申請地４１７㎡を贈与したいとの話があり、 

今回申請したしたとの事であります。委員の皆さんのご審議をお願いしま 

す。 

 

（吉委員） 

第５条申請の№１８の譲渡人について説明いたします。 

 ７月２０日午前７時３０分頃に三度目の訪問で譲渡人と自宅で会う事が 

できました。申請内容については間違いないとの事でした。なぜ贈与なの 

か、お話をお聞きしましたら、従弟の子供に譲受人がなるため、贈与との事 

でした。特に問題はないと思います。委員の皆様のご審議のほどよろしく 
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お願いいたします。 

 

（野﨑委員） 

議案第４０号農地法第５条の規定による№１８の土地について、調査報 

告いたします。 

 １１日の１０時頃に現地を確認しました。現在草が生えて耕作はされて 

いません。一部分筆されているようで住宅が建っております。 

委員の皆様のご審議お願いいたします。以上です。 

 

（榮代理） 

 これから本案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

 (「なし」の声あり) 

 

質疑がないようですから、これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

本件について承認することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

 （「全員」挙手) 

  

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第４０号農地法第５条の規定による許可申請№１８について

は、審議の結果これを承認することに決定いたしました。 

 

 議長交代 

 

（吉会長） 

日程第５ 

 議案第４１号非農地の認定について、を議題といたします。 

 事務局に議案の朗読及び説明を求めます。 

 

（用稲局長） 

（事務局の朗読及び説明） 

議案第４１号、「非農地の認定について」非農地の認定について１件の申

請が出ております。 
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１６９ページをお開き下さい。笠利町の１筆で１５５２㎡になります。 

現況は山林化しており耕作には非常に困難なことから農地として利用出

来ないため証明願でございます。 

詳しくは担当調査委員の報告があると思いますのでよろしくお願いいた

します。 

 

（吉会長） 

それでは本案に対する担当調査委員による調査意見の報告を求めます。 

 

（前山委員） 

 非農地の認定についての申請人に、お会いするため事務所に向かいましたら、

本人は笠利の方におられるという事でしたので、電話で確認しました。 

 申請地は殆ど法面が多く、耕作できる面積もなく人に貸し付けることもできな

いので、申請どおり間違いありませんので非農地としてお願いしますとの事でご

ざいます。 

 

（泉委員） 

 議案第４１号非農地の土地についての調査報告をします。 

 写真にもありますように法面が殆どでアダン、雑草が覆い茂って非農地に認定

しても差し支えないものと思います。 

 

（吉会長） 

 これから本案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。 

  

 (「なし」の声あり) 

 

質疑がないようですから、これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

本件について承認することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

 （「全員」挙手) 

  

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第４１号非農地の認定については、審議の結果これを承認す

ることに決定いたしました。 
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日程第６ 

 議案第４２号奄美農業振興地域整備計画の変更（編入・除外）につい

て、を議題といたします。 

 事務局に議案の朗読及び説明を求めます。 

 

（用稲局長） 

（事務局の朗読及び説明） 

議案第３４号は、奄美市から奄美農業振興地域整備計画の変更（編入・除

外）について意見を求められています。１７５ページをお開き下さい。 

土地の所在は住用町役勝と山間の１６筆で合計１２１４３㎡でございま

す。編入理由は、果樹経営支援対策事業活用のための農振地域編入でござ

います。 

続いて１９０ページをお開き下さい。農振の除外申請になります。土地

の所在は浦上の１筆で３０６１㎡でございます。汚泥処理プラント建設の

ための除外申請になります。農林水産課の方から補足をお願いしたいと思

います。 

 

（久保田係長） 

 １７８ページをお開きください。編入の件からご説明いたします。 

 １６筆ございますが、２か所に分かれております。写真をご覧くださ

い、白黒で分かりにくいのですが、畑の真ん中に支柱が建っております

が、農業用水の立ち上がりです。中山間事業を取り入れまして、農業用水

の引いております。この土地は耕作放棄地でありましたが、申請人が伐採

をしております。現況は物が植わってないのですが、畑の状況でございま

す。  

 次に田原の土地ですが、すでに果樹園でタンカンが植わっております。 

 周囲には猪防護柵が設置してございます。ともに水道施設、イノシシ防

護柵は国の補助事業が入っている農地でございまして、今後果樹支援対策

事業を数年かけて導入の予定をしております。農振地域に含めることは妥

当と判断しております。 

 次に除外についてご説明いたします。 

 申請人は土地所有者ですが、土地を利用される方は、会社経営をされて

いる方で新しい会社でございます。目的につきましては汚泥処理プラント

建設及び搬入通路となっております。汚泥処理プラントとは、産業廃棄物



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

１２番 

 

 

 

 

４番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

でコンクリートを含んだ土を再生するための施設でございます。 

 施設は産業廃棄物の中間処理施設に該当します。 

産業廃棄物の中間処理施設にあたっては県との協議が必要になります。 

農振の除外申請とともに県協議に入っております。産廃の県協議にあた

って県の方の指導としては、法的な部分はクリアしてから県協議に入って

くださいという事で、農振の除外申請、土地関係の方で申請が上がってい

る次第でございます。 

 すでに現況で言えば農地ではございません、建築廃材のリサイクル施設

が建っておりまして、その廃材置き場になっておりまして、申請地につい

ては捨てコンが打たれている状況でございます。すでにこのような状況で

ございますので顛末書を添付してございます。今後保健所等と県協議の中

でクリアしなければ当然許可は出ない話でありますので、農振と切り離し

てご審議のほどお願いいたします。説明終わります。 

 

（吉会長） 

それでは、本案に対する担当調査委員による調査意見の報告を求めま

す。 順次申請人、土地の順にそれぞれ報告を求めます。 

 

（寺師委員） 

申請人の住所、氏名等を確認してまいりました。 

７月１８日土曜日１０時に畑の前で確認いたしました。申請書のとおり間

違いありませんでした。 

 

（榮委員） 

奄美農業振興地域整備計画の変更の編入に係る議案第４２号№９の土地 

について調査報告します。 

７月２０日の月曜日午後１時より調査にとりかかりました。１から１３ 

番の部分と１４～１６番の２か所になりますので１か所ずつ報告します。 

１から１３番は９１８２㎡およそ１丁近い平地の土地であり、広範囲な 

活用が見込まれます。何分ここは砕石の残土によって形成された土地であ

り表土の部分には手を入れる必要があるかと思われます。 

次に１４～１６番の２９６１㎡の現状は１００本以上のタンカンの樹が 

植栽され周囲には猪の防護柵が設置された状況であり管理された樹園地と 

映りました。以上です。 
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議長 

 

 

９番 

 

 

 

 

農林水

産課 

 

 

７番 

 

 

 

議長 

 

 

４番 

 

 

 

 

農林水

（前山委員） 

農振除外について№１０の土地について調査報告します。 

第二本茶果樹団地の中にある土地です。 

木くずの再生処理施設が出来ておりまして、地目は原野です。農振地域の端の

ほうにあたります。原野の部分だけの除外申請ですので、除外してもよいのでは

ないかと思います。隣の果樹園には割り込まないようにとお伝えしました。 

１９日土曜日の昼に話をしました。現場でパイルを打ち込みしている中で、汚

泥がかなり出るとの事で、その処理のために申請をしたという事でございます。 

 以上です。 

 

（吉会長） 

それでは本案に対する質疑に入ります。質疑はございませんか。 

 

（栄委員） 

前回も太陽光関係で除外の申請が出ていましたが、農振の位置、ヘリな

のかはっきりしてくださいという事でしたが、今回も山林になっています

が、農振の除外規定とかはどうなっていますか。 

 

（久保田） 

二車線上の市道で囲まれているとヘリに該当しますので、申請地はヘリ

の部分にあたります。 

 

（前山委員） 

道路沿いになり、地目は原野となっていますので、除外はやむを得ない

と思います。 

 

（吉会長） 

他に質疑ございませんか。 

 

（榮委員） 

山間の件は、既に防護柵も設置されて、果樹園の形を成している状況で

すが、これをあえて農振地域に編入する意図が分かりません。それをご説

明いただけませんか。 

 

（久保田係長） 



産課 

 

 

 

４番 

 

 

 

 

農林水

産課 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すぐに対策事業を入れるという事ではありません。 

今後、樹が老木化してまいりますが、改植を入れるという事で考えてい

ると認識しております。 

 

（榮委員） 

現状は田原の樹園地の中に、結構な本数で幼木があります。これは個人

で植えられたのですよね。それがあえて果樹支援事業として取り扱われる

ことはないですか。 

 

（久保田） 

それはありません。 

 

（吉会長） 

他にございませんか 

 

 (「なし」の声あり) 

 

質疑がないようですから、これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

本件について承認することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

 （「全員」挙手) 

  

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第４２号奄美農業振興地域整備計画の変更（編入・除外）

については審議の結果、農業委員会の意見として、「承認とする」として

回答することに決定いたしました。 

 

日程第７ 

 

日程第７ 

議案第４３号奄美市農用地利用集積計画（利用権設定）の決定について、

を議題といたします。 

事務局に議案の朗読及び説明を求めます。 

 



事務局 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

（用稲局長） 

（事務局の朗読及び説明）  

内容につきましては、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件

を満たしていることを報告いたします。 

 

（吉会長） 

これから本案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

 (「なし」の声あり) 

 

質疑がないようですから，これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

本件について承認することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手) 

 

挙手多数でご異議なしと認めます。 

よって、議案第４３号奄美市農用地利用集積計画（利用権設定）の決定

については、承認することに決定し、その旨を市長に通知いたします。 

 

日程第８ 

議案第４４号奄美市農用地利用集積計画（中間管理機構）の合意解約の

決定について、を議題といたします。 

 事務局に議案の朗読及び説明を求めます。 

 

（用稲局長） 

（事務局の朗読及び説明）  

 

（吉会長） 

これから本案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

 (「なし」の声あり) 

 

質疑がないようですから，これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 
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本件について承認することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手) 

 

挙手多数でご異議なしと認めます。 

よって、議案第４４号奄美市農用地利用集積計画（中間管理機構）の合

意解約の決定については、承認することに決定し、その旨を市長に通知いたし

ます。 

 

日程第９ 

議案第４５号奄美市農用地利用集積計画（中間管理機構）の決定につい

て、を議題といたします。 

事務局に議案の朗読及び説明を求めます。 

 

（用稲局長） 

（事務局の朗読及び説明）  

  

（吉会長） 

これから本案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

 (「なし」の声あり) 

質疑がないようですから，これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

本件について承認することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手) 

 

挙手多数でご異議なしと認めます。 

よって、議案第４５号奄美市農用地利用集積計画（中間管理機構）の決

定については、承認することに決定し、その旨を市長に通知いたします。 

 

 

日程第１０ 

議案第４６号農 地 売 買 事 業 に か か る 農 用 地 等 の 公 社 買 い 入 れ

契 約 の 締 結 を 受 け る た め の 証 明 に つ い て の 決 定 に つ い て 、 を



 

 

 

事務局 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

議長 

 

 

 

議題といたします。 

事務局に議案の朗読及び説明を求めます。 

 

（池次長） 

（事務局の朗読及び説明）  

  

（吉会長） 

これから本案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

 (「なし」の声あり) 

質疑がないようですから，これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

本件について承認することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手) 

 

挙手多数でご異議なしと認めます。 

よって、議案第４６号農 地 売 買 事 業 に か か る 農 用 地 等 の 公 社 買

い 入 れ 契 約 の 締 結 及 び 譲 渡 所 得 の 特 別 控 除 を 受 け る た め の 証

明 に つ い て は、承認することに決定しました。 

 

日 程 １ １  

議 案 第 4 7号  令 和 元 年 度 目 標 及 び 達 成 に 向 け た 活 動 の 点

検 ・ 評 価 及 び 達 成 に 向 け た 活 動 の 点 検 評 価 及 び 令 和 ２ 年 度 目

標 及 び 達 成 に 向 け た 活 動 計 画 の 承 認 に つ い て 、 を議題といたし

ます。 

事務局に議案の朗読及び説明を求めます。 

 

（池次長） 

（事務局の朗読及び説明）  

  

（吉会長） 

これから本案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

 (「なし」の声あり) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質疑がないようですから，これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

本件について承認することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手) 

 

挙手多数でご異議なしと認めます。 

よって、議 案 第 ４ ７ 号  令 和 元 年 度 目 標 及 び 達 成 に 向 け た 活

動 の 点 検 ・ 評 価 及 び 達 成 に 向 け た 活 動 の 点 検 評 価 及 び 令 和 ２

年 度 目 標 及 び 達 成 に 向 け た 活 動 計 画 の 承 認 に つ い て は、承認す

ることに決定しました。 

 

日 程 １ ２  

議 案 第 ４ ８ 号  農 地 等 の 利 用 の 最 適 化 の 推 進 に 関 す る 指 針

の 決定について、を議題といたします。 

事務局に議案の朗読及び説明を求めます。 

 

（池次長） 

（事務局の朗読及び説明）  

  

（吉会長） 

これから本案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

 (「なし」の声あり) 

質疑がないようですから，これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

本件について承認することに賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手) 

 

挙手多数でご異議なしと認めます。 

よって、議案第４８号農 地 等 の 利 用 の 最 適 化 の 推 進 に 関 す る 指

針 の 決定について承認することに決定いたしました。 

 

以上で本日予定されました議題については全て終了いたしました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日はこれで散会いたします。お疲れ様でした。 

 

令和 ２年 ７月２２日 

奄美市農業委員会 

会長 吉  卓男 
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